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県内に本社,支社,支店,事業所等を有する中小企業等
（ただし、以下の場合に限ります。

①県内に本社を有する企業については、県外IT人材を正社員として雇用
する場合

②県外に本社があり、県内に支店,支社,事務所等を有する企業については、
県外IT人材を県内の事業所に原則３年以上所属する正社員として雇用
する場合）

県外在住のIT人材（※1）を雇用するため
人材紹介事業者等に支払うマッチング経費（※2）

（ただし、令和４年６⽉１日以降に、県外からIT人材を雇用するために、人
材紹介事業者等との契約を締結し、当該IT人材との雇用契約に至った場合に
限る）

【補助対象経費】

● 補助事業の流れ

● 募集期間
令和４年６⽉１日（⽔）〜令和５年１⽉31日（火） ※予算の上限（7,500千円）に達した場合は募集を終了します

事業内容の詳細やお問い合わせ先
愛媛県 経済労働部 産業支援局 産業人材課（松山市一番町四丁目４番地２）
TEL︓089-912-2506 E-mail︓sangyoujinzai@pref.ehime.lg.jp
H P︓https://www.pref.ehime.jp/h30580/itjinzai_hojokin04.html

県内企業が専門的な知⾒や能⼒を有するIT人材を県外から誘致し、DXの推進や経営課題
の解決につなげることで、県内産業の更なる活性化を図ることを目的としています。

● 目的

【対象企業】

※1 県外IT人材 ▶ 県外在住で、IT企業や会社の情報システム部門においてIT業務に1年以上携わった経験・実績のある
エンジニア

※2 マッチング経費 ▶ 雇⽤契約の締結後、人材紹介事業者等に⽀払う成功報酬型の⼿数料

※ 補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を除きます。詳細は県HP掲載の交付要綱を御参照ください。

補助率

½

人材紹介事業者等
との契約
（令和4年６⽉１⽇以降）

県外IT人材
との雇⽤契約
締結

補助⾦
交付申請

（雇用契約15日以内）

人材紹介事業者等
へのマッチング

経費⽀払い

実績報告書
提出

補助⾦
交付
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